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八王子市生活安全部防災課作成 （令和４年10月14日時点）
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八王子駅

京王八王子駅
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No 種 施設名 住所 連絡先 No 種 施設名 住所 連絡先

1

市

クリエイトホール 東町5-6 648-2231 5
都

南多摩中等教育学校 ※1 明神町4-20-1 642-2431

2 北口地下自由通路 旭町1-1 642-1789 6 多摩産業交流センター 明神町3-19-2 697-0802

3 Ｊ：ＣＯＭホール八王子 子安町4-7-1 655-0802

4 いちょうホール(芸術文化会館) 本町24-1 621-3001

※１ 南多摩中等教育学校は避難所にも指定されています。
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大和田橋

： 一時滞在施設

： 避難所（市立小中学校等）

： 駅

～凡例～

： 防災倉庫

： 緊急医療救護所（仁和会総合病院）

： 情報拠点(南口総合事務所、消費生活ｾﾝﾀｰ)情

倉

〇 一時滞在施設
帰宅困難者を一時的に受け入れる施設

〇 避難所
大規模災害時に住家を失った市民等が臨時に
生活を行う施設

～用語説明～

〇 緊急医療救護所
大規模災害発生後、概ね72時間後まで設置され、
傷病者のトリアージ、治療等を行う場所

〇 情報拠点
交通情報・一時滞在施設の開設情報等の
災害関連情報を提供する拠点

※２ 民間施設との協定に基づく一時滞在施設に関しては防災課(620-7208)へお問い合わせください。
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